
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

大野町橋梁長寿命化修繕計画 
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改 訂 履 歴 
改訂年月 内容 

平成 31年 3月 平成 30年度点検結果を反映 

令和 2年 3月 令和元年度点検結果を反映 

年号の修正 

令和 3年 3月 令和 2年度点検結果・修繕内容を反映 

数字表記の統一 

令和 4年 3月 令和 3年度点検結果・修繕内容を反映 

点検計画・修繕計画を令和 10年まで記載 

「大野町橋梁個別施設計画」から「大野町

橋梁長寿命化修繕計画」に変更 

令和 5年 3月 令和 4年度点検結果・修繕内容を反映 

【2】【5】橋梁数を変更 

【4】修繕の内容を修正 

【6】今後の方針を追加 

令和 6年 3月 令和 5年度点検結果・修繕内容を反映 

【2】橋梁数を変更 

【5】文言を変更 

令和 7年 1月 新技術及び集約・撤去の具体的な目標を記

載 

【6】数値目標の追加 

令和 7年 3月 令和 6年度点検結果を反映 

【2】橋梁数を変更 



令和 7年 12月 新技術の具体的な目標を記載 

【6】数値目標の追加 



 

 

【１】計画の背景と目的 

 

近年、米国の落橋死亡事故や国内の部材破断による通行止めなど、橋梁の維持管理上

のトラブルが発生しています。今後、高齢な橋の急増に対して維持管理を計画的に対応

しなければ、安全な通行の確保が困難になるとともに架け替え等に多額の費用が必要と

なります。また、劣化・損傷により重大な事故が起きれば住民の生命・財産に危険が及

び、復旧にも長期間を要するなど大きな社会的損失が生じることになります。このため、

限られた予算を有効に使うためにも、橋梁を長寿命化させる適切な維持管理計画が必要

です。 

これまでは対症療法型管理を止むを得ず行ってきましたが、これからは点検により橋

梁の状態を把握し、その結果から健全度を算出し、蓄積データを基に、管理する橋梁の

将来を予測し、計画的な維持管理を行う必要があります。これにより、突発的な事故を

未然に防ぎ、計画的な対策による投資予算の分散と総コストの縮減、予防保全により長

持ちさせる効果があります。（図－１、図－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、更新時期の集中によ

る費用増大の恐れ 

・計画的な対策により投資の分散 

・予防的な対策で出来る限り長持ち 

図－１ 対症療法型と予防保全型の将来の修繕費用イメージ 
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長寿命化により、建設年から架替え年までの修繕・架替えに係る単年度当たりのコストを縮減 
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図－２ 予防保全による効果 



 

 

【２】大野町の橋梁概況 

 

 大野町は岐阜県の西部、濃尾平野の北西端に位置し、地形は平坦で面積は約３４km2

です。管理する橋梁は全部で３３５橋あり、うち一級河川木曽川水系三水川及び花田川

を跨ぐ橋梁は２９橋あります。どの橋梁も地域間を結ぶ重要な橋梁であり、その大半が

架設から４０年以上が経過し、老朽化に対する対策が急務となっています。その他中小

規模の橋梁が多数あり、推定３０～５０年経過している橋梁が多く、今後急速な老朽化

が予測され計画的かつ効率的な点検、維持修繕が必要となっています。 

※令和３年度、町道廃止により管理橋梁が３４０→３３８橋となりました。 

※令和５年度、町道改良により管理橋梁が３３８→３３６橋となりました。 

※令和６年度、町道改良により管理橋梁が３３６→３３５橋となりました。 

 

【３】定期点検 

 

 平成２６年の道路法の改正により『５年に１回、近接目視による点検』が義務付けら

れました。町では、点検計画を立て、平成２６年度から点検を行い平成３０年度に１回

目の点検が完了しました。今後も順次点検を行います。 

判定区分は、表－１の４段階です。 

表－1 判定区分 

 

 



 

 

【４】修繕 

 

 点検結果をもとに、修繕計画を立てて修繕を行っていきます。健全性の低さや路線の

重要度により優先順位を決定します。 

判定Ⅳの橋梁は、直ちに通行止めを行い修繕、更新または撤去を行います。 

判定Ⅲの橋梁は、経過観察を行いながら次回の点検までに修繕を行います。 

判定Ⅱの橋梁は、経過観察を行いながら予防保全のため順次修繕を行います。 

 

 

【５】点検・修繕計画 

 

 点検・修繕は、図－３のように橋梁維持管理のＰＤＣＡを行います。 

 町が管理する橋梁の点検・修繕計画は、別表のとおりです。今後の点検結果によって､

順序は前後します。 

 

図－３ 予防保全による効果 



 

 

【６】今後の方針 

 

① 新技術の活用方針 

点検や修繕においては、新技術の活用を検討します。新技術の導入により、効

率化、費用の縮減を図ります。 

    令和 11年度までに修繕を行う 3橋の橋梁に対して LCC、修繕費用の縮減が見込

まれる場合は、新技術を積極的に活用し、約 1百万円のコスト縮減を目指します。 

② 費用の縮減に関する方針 

今後、橋梁の高齢化が進むにつれて修繕・更新費用の増大が予想されます。 

そのため、地元の意見や利用状況・代替路の有無を踏まえ、施設の集約・撤去、

機能縮小の検討を行い、費用の縮減を図ります。 

 令和 11 年度までに点検結果Ⅲ以下で、迂回路が存在し、交通量が少なく、周

辺の施設状況を考慮し円滑な道路利用に支障を来さない橋梁に対し、1橋の集約・

撤去を行い、約 1百万円のコスト縮減を目指します。 

 


